
 

介 護 制 度 改 革 
I N F O R M A T I O N 
 

 

 

 

 

vol．３７―２ 

平成１７年１１月４日 

厚生労働省介護制度改革本部 
 

貴都道府県内市町村及び関係諸団体に
速 や か に 送 信 い た だ き ま す よ う
よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

各都道府県介護保険担当課（室）
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 介護制度改革本部

今回の内容 
 

平成１７年１０月改定Ｑ＆Ａ【追補版】 
の修正について 

 
 
 

計２枚（本送信票除く）



平成１７年１０月改定 Q&A【追補版】の修正について 

 

 

 

平成１７年１０月２７日付介護制度改革インフォメーションにて、

標記平成１７年１０月改定 Q&A【追補版】を各都道府県介護保険担

当課宛送付したところであるが、標記追補版問４について誤りがあ

ったので、別添の内容に差し替えられたい。 



 

（問４）介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院

患者が 9 月２９日に他の医療機関に治療等のため入院し、１０月

３日に退院して施設に戻った場合、9 月３０日において入所又は

入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。

（問４－２） 

介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者

が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保

しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた

場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。 

（答） 

（問４） 

介護老人保健施設又は介護療養型医療施設（以下「医療提供施

設」という。）に入所・入院していた者が、その他の医療機関に入

院した場合にあっては、当該医療提供施設を退所・退院した取扱

いとなる。そのため、再度当該医療提供施設に入院・入所した場

合も、従来型個室の経過措置の適用対象とはならない。 

 

（問４－２） 

  設問のように、入院期間中利用者負担を求めることは、施設と

利用者との間の契約に基づき行われるものであることから可能で

ある。しかしながら、当該期間中補足給付はされない。 

 


